
今後の救命救急センターのあ り方   



平成19年12月7日  

「救急医療の今後のあり方に関する検討会」（救命救急医療について）  

1趣 旨  

救命救急センターについては、これまでに質・量ともに一定の整備がなさ   

れてきたところ。しかしながら、今後も増大する見込みの救急医療需要に対   

して、一層の充実を図っていく必要がある。  

特に、 これまでの重症外傷等への対応に加え、今後増加が懸念される脳卒   

中、急性心筋梗塞等の急病への対応が課題である。また依然、受入病院の決   

定までに長時間を要する救急車搬送事案も発生しており、これらへの対策に   

ついても考えていく必要がある。  

こういった状況を踏まえ、今後の救命救急医療のあり方について検討を行   

う。  

2 検討内容  

・ 救命救急センターの全国的な整備のあり方  

・ 高度救命救急センターのあり方  

・ 救命救急センターの評価方法のあり方  

3 会の位置付け等  

指導課長による検討会  

会は、原則公開  

更に専門的な調査や検討を要する場合には、必要に応じ作業部会を開く  

（作業部会は非公開）  

4 会議のメンバー等  

（別紙1のとおり）  

5 事務局  

医政局指導課にて行う。   

6 第1回検討会  

日 時：平成19年12月7日（金）10：00～10：45  
場 所：厚生労働省議室（9階）（千代田区霞が関1－2－2）  

（※ 第1回検討会終了後、作業部会を開催する。）  

7 開催スケジュール  

12月より会を数回開催し、年度内を目途にとりまとめを行う。   



（別記）  

「救急医療の今後のあり方に関する検討会」（救命救急医療について）  

＜メンバー＞  

石井 正三   日本医師会常任理事   

泉  陽子  茨城県保健福祉部長   

坂本 哲也  帝京大学医学部救命救急センター教授   

篠崎 英夫  国立保健医療科学院長   

島崎 修次 （財）日本救急医療財団理事長 ／ 杏林大学救急医学教授   

豊田 一則  国立循環器病センター  内科脳血管部門 医長   

野々木 宏  国立循環器病センター  心臓血管内科部長   

藤村 正哲  大阪府立母子保健総合医療センター 総長   

前川 剛志  山口大学医学部長   

松下  隆  帝京大学医学部整形外科主任教授   

山本 保博   日本医科大学救急医学主任教授  

＜オブザーバー＞  

荒木 裕人  総務省消防庁救急企画室  

＜省内関係部局＞  

雇用均等・児童家庭局 母子保健課   

保険局 医療課   



（罵2回 救急医療の今後のあり方に関する検討会）  

救命救急センターの充実度段階評価について  

○ 平成11年度から、救命救急センター全体のレベルアップを図ること  

を目的として実施。以後、毎年実施している。  

○ 前年の1年間の実績に基づき、各救命救急センターからの報告結  

果を点数化して、充実度段階A・B・Cとして3段階に区分。  

○ 評価は、救命救急センターの救急専用電話の有無、空床の確保数、  

診療データの集計の有無、専任医師数等の診療の体制面を中心に  

実施。  

○ 評価結果は、施設の運営費補助金や診療報酬の加算に反映され  

る仕組みであり、充実度評価結果は公表される。  

○ 平成18年度・19年度は、全ての施設において充実度段階がA評  

価であった。  
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（第2回 救急医療の今後のあり方に関する検討会）  

新しい充実度評価の基本的な考え方（案）  

①  第3次救急医療機関に求められる機能を明確にする。  

②  それぞれの機能について、体制および実績を評価する。  

③  それぞれの施設からの報告を元にした評価を基本とするが、第  

3者の視点による評価項目も加える。また、必要に応じて報告の  

内容について  証が可能な項目をできるだけ取り入れる。  

④   評価項目によっては、施設の所在地の状況や周辺人口、重  

症患者数等の状況に応じて、求められる水準を調整する。  

⑤  評価の前に試行を行い、その結果を踏まえ実情に応じて調整す  

る。また、必要に応じて適宜基準を修正する。   



（第：Z回 救急医療の今後のあり方に関する検討会）  

（D第3次救急医療機関に求められる機能を明確にする。  

第3次救急医療機関に求められる4本の柱（案）  

（1）重症・重篤患者の診療機能  

地域において発生した救命救急医療が必要と考えられる重症・重篤  

搬送患者を疾病の種類によらず24時間365日受け入れ、適切な診療  

を行う。  

搬送・来院後に重症重篤化する患者を的確にトリアージするなど、す  

べての救急患者に対して適切で質の高い診療を行う。  

救命救急センター長は、病院全体の救急医療体制において中心的  

な役割を担う。  

（2）地域の救急搬送・救急医療体制の支援機能  

自施設内のみならず、地域の救急搬送・救急医療体制の質の向上の  

ため、メディカルコントロール体制に積極的に関与する。  

地域の救急医療体制の構築、救急医療の質の管理に積極的な役割  

を担う。  

地域の他の医療機関では診療が困難な救急患者について、地域の  

救急医療の最後の砦として受け入れる。  

（3）救急医療の教育機能  

病院内の職員のみならず、地域における学生、医師、看護師、救急救  

命十等の医療関係者への救急医療に関する教育・研修において積極  

的な役割を担う。  

（4）災害医療対応機能  

平時において、外傷、熱傷等の診療を行う救命救急センターを有す  

る病院は、災害発生時には院内外の災害医療の中心としての役割を  

担う。  
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（第2回 救急医療の今後のあり方に関する検討会）  

③ それぞれの施設からの報告を元にした評価を基本とするが、第3者の視点   

による評価項目も加える。必要に応じて報告の内容の検証が可能な項目をで   

きるだけ取り入れる。  

第3者の視点・検証が可能な評価について  

（現状）   

○ 評価の質を維持するために、評価の開始後しばらくは個々の施設の  

実態についてサンプル調査を実施する等の対応がなされていた。  

○ 近年はそういった調査は実施されず、評価と実態に解離がある施設も  

あるとの指摘がなされているところ。  

（対応）  

○ 必要に応じて報告の内容について  証が可能な項目をできるだけ採  

用する。   

○ また、これまでの各施設からの報告のみならず、都道府県などによる  

評価項目を加える。  

○ なお、評価の質を担保するためには行政（都道府県）等による実態調  

査の実施が不可欠。   



（第：2回 救急医療の今後のあり方に関する検討会）  

④評価項目によっては、施設の所在地の状況や周辺人口、重症患者数等の状  

況に応じて、求められる水準を変更する。  

地域における救急医療の確保という視点について  

（現状）  

○ 平成16年より、周辺人口が少ない地域であるものの、既存の救命救  

急センターへのアクセスに長時間を要する地域にも、救命救急センター  

の設置を促すため、通常の病床数（30床）より小規模（20床以下）な施   

設（新型救命救急センター）の整備も推進することとし、これまで17ケ所  

設置されてきたところ。  

○ こういった地域にある新型救命救急センターについては、患者受入数、  

医師数等について、通常のセンターと同一の水準を求めることは困難  

であるとして、これらの評価項目については一段低いが設定されてき  

た。  

（対応）  

○ 今回の改訂においても、最寄の救命救急センターへのアクセスに長  

時間を要するセンターについては、同様の対応を盛り込んではどうか。  
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